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建築基準法

そ の 他

実測 宅地

都市計画法

用途地域

建ぺい率 容 積 率60%

公簿

物 件 調 書

建築基準法第２２条の規定に基づく区域
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域

無

所在及び地番

面 積

接 面 道 路 の
幅員及び構造

法 令 等 に
基 づ く 制 限

私道の負担に
関 す る 事 項

地目又は種類

200%

負担の有無

市街化区域

第１種中高層住居専用地域

北側で約４ｍ（側溝を含む。）の舗装市道（建築基準法第４２条第１項第５号）に接面
している。

１２６．２３㎡１２６．２３㎡

交 通 機 関

公 共 施 設

可 公共下水道 可

供給処理施設
の 状 況

鉄 道

バ ス

南海本線　和歌山市駅　北　直線距離　約３．０ｋｍ

和歌山バス　高松停留所　東南東　直線距離　約７００ｍ

今福小学校　南西　直線距離　約１３０ｍ

西和中学校　北　直線距離　約５９０ｍ

今福連絡所　北北東　直線距離　約３６０ｍ

電 気

上 水 道

都 市 ガ ス

参 考 事 項

１　本物件は、昭和２６年度建設の市営住宅(木造平屋建)解体跡地です。
２　本物件は、間口約９．３ｍ、奥行約１２．５ｍで不整形です。接面道路とほぼ等高
です。
３　電気、都市ガス、上水道、公共下水道の引込み等の手続及び費用については、買受
者の負担になります。詳細については、関係企業又は関係行政機関にお問い合わせくだ
さい。
４　本物件は、現状有姿での引き渡しとなります。
５　本物件引き渡し後、買主は売主に対し、地中埋設物の撤去の要求及び撤去費等の追
加費用の請求等、地盤及び地中に関連する作業の要求及び追加費用の請求はできませ
ん。また、それらを理由に売買代金の減額、損害賠償の請求、契約の解除及びその他法
的請求ができないことを承認していただいたうえで契約となります。
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